
山県市トンネル個別維持管理計画

山県市　建設課

令和５年3月

（点検・修繕）



■概要

■点検の判定区分

一覧表の点検記録の判定区分は、以下のとおりです。

■修繕対象トンネルの決定方針（優先順位の考え方）

早急に対策を検討す
る。（1年程度）

　管理するトンネルが1本であるため、対象トンネルの判定がⅡa，Ⅲ，Ⅳとなった都
度、修繕時期等を検討します。

Ⅱa

変状があり、将来、通行者・通行車両に対して
危険を与えるか、構造安全上の低下が懸念さ
れるため、重点的に監視を行い、計画的な対
策を必要とするもの。

継続監視し、計画的に
対策を検討する。（5年
以内）

継続監視。

Ⅰ
変状はないか、あっても軽微で対策が不要な
もの。

なし。

 　損傷が深刻化してから大規模な修繕を実施する対症療法【事後保全型】から、損
傷が深刻化する前に修繕を実施する予防保全【予防保全型】へと転換を進めます。

　平成26年3月に公布された「道路法施行規則の一部改正する省令」により、トンネ
ルにおいて、5年に1回の頻度で、近接目視点検を行うことが義務付けられました。
　上記を踏まえ、山県市が管理するトンネルにおいて、トンネル個別の維持管理計画
を策定しました。この維持管理計画に基づいて、法定点検を実施し、その結果に応じ
て修繕工事を実施していく予定です。

対策の内容
判定
区分

判定基準

Ⅳ

変所が大きく、歩行者・通行車両に対して危険
を及ぼす可能性があるか、構造安全性の確保
に大きな懸念があるため、直ちに何らかの対
策を必要とするもの。

Ⅱb
軽微な変状で、現状では通行者・通行車両に
対する危険や構造上安全の低下の懸念がな
いが、監視を必要とするもの。

応急対策後、直ちに対
策を検討する。

Ⅲ

変状があり、それが進行して、早晩、通行者・
通行車両に対して危険を与えるか、構造安全
上の確保に懸念があるため、早急な対策を必
要とするもの。



山県市トンネル個別維持管理計画表 令和５年３月　現在　　　 

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

路線名
建設
年次

所在地
延長
（ｍ）

幅員構成

車道
トンネル名

点検記録（第１期）

点検実施
年月日

判定
区分

第１期 第２期
備考

歩道

対策計画

内容 時期
概算事業費

（千円）
実施

第３期 第４期

点検計画

分類

構造形式

施工法

緊急輸送
道路

馬坂トンネル ０１０１１号線 1997 381.0 2@3.0m 3.0m 陸上 山岳（NATM) 大字岩佐字馬坂 指定無             ◎             ◎ ◎ ◎ H30.8.8 Ⅲ 修繕 R1~R4 53,530 済 R3・R4修繕工事 断面修復・ひび割れ注入
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